
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１２月８日 文責 岡田 
 

No.36 

 

学校評価アンケート 
ありがとうございました！ 

   
ご案内いたしました学校評価アンケートへのご協力ありが

とうございました。新型コロナウイルスの 5 類移行以来、様々

な活動への制限が緩和され、職場体験学習の復活など、充実

した活動が戻ってきた令和５年でした。学校の教育目標ととも

に生徒、職員をはじめ“健康的な学校”を心の中でサブテー

マとしてきましたが、季節を問わないインフルエンザの流行な

どの難題もある中で、なにはともあれここまでたどり着いたこ

とにほっと胸をなでおろしています。これも学校運営協議会、

ＰＴＡ、同窓会をはじめとする保護者、地域のみなさまに様々な

面でご協力いただいたおかげと感謝しております。三学期、そ

して２０２４年をさらに有意義なものとし、今年度をしめくくれる

よう、いただいたご意見を生かしていきたいと思います。 

  今後、学校自己評価としてまとめを作成し、学校運営協議

会でも協議していただく予定です。その後学校ホームページ

でもご紹介させていただきます。ありがとうございました。 

歯と口の健康を大切に！ 歯科治療もお忘れなく… 
 
１１月３０日、本校学校歯科医でもある生川歯科院長：生川克弥先生に歯科講演会を全校に向
けて行っていただきました。歯と口の健康について学ぶとともに、歯科受診の大切さも感じたことと
思います。日々の歯磨きなどのケアとともに、初期段階での治療も大切とのことでしたよね。 
春の歯科検診後、まだ治療のお済みでない生徒には、「歯科受診のお勧め」を１１月２８日に再
配付しました。治療が必要な方はお早めに受診しましょう。 
むし歯の治療にも亀山市の子ども医療費助成制度が使え
ます。自宅へ郵送されている福祉医療費受給資格証ですが、
出生から中学校修了（３月３１日）まで使用可能です。医療機
関では窓口で立て替え払いが必要となりますが、後日返金さ
れますので、実質の負担がなく、治療が受けられます。 
なお、就学援助を受給している方は、「学校保健医療券」を
医療機関へ持参していただくと、窓口での支払いはありませ
ん。ただし、この医療券は、受診の 1週間前までに教育委員会
への申請が必要です。また、これには使用期限があり、今年度
分は令和６年２月末までとなります。制度を有効に利用してい
ただき、治療をしていただくことを重ねてお勧めいたします。 

１６日は冬の対話集会です！ 

 
１２月１６日は、亀山市教育委員会と
特定非営利活動法人亀っ子サポートの
共催による「令和5年度 考え合おう 不
登校 引きこもり 冬の対話集会」です。 
先日ご案内のパンフレットを配布させ
ていただいております。参加は無料とな
っており、パネルディスカッションとグル
ープワークの内容となっています。自由
に安心して話せる場となっていますの
で、ぜひご覧ください。 

 
日時：２０２３年１２月１６日（土） 
     １３：３０～１５：３０ 
場所：亀山市社会福祉センター 
     ３F集会室 
 

※「学校保健医療券」は虫歯の治療のみが対象です。歯周病等には使えません。 


